
サイエンスミュージアムネット データ利用規程 

 

（平成 26 年 11 月 1 日制定） 

（目的） 

第１条 この規程は、国立科学博物館が提供するサイエンスミュージアムネットのサービ

スに関するデータ利用について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（本サービスの内容） 

第２条 本サービスは、データ提供者から提供された日本の博物館・研究機関に保管され

た自然史標本と研究員・学芸員に関する情報を検索及び閲覧する情報システムを 

提供するものである。 

（規程の遵守） 

第３条 本サービスを利用する者（以下「利用者」という）は、以下の規程を遵守するも

のとし、利用者は、この規程の内容を受諾したものとみなす。 

（利用規程） 

第４条  

（１）本サービスのデータは登録なしに無償で閲覧できる。 

（２）本サービスにおけるデータを論文・報告書などに利用する場合は推奨される引

用方法に配慮して適切に引用する。 

  （３）データは利用者の責任において利用し、データの正確性についてデータ提供者

および国立科学博物館は責任を負わない。また、データベースの利用に伴う直接的・

間接的な損害に対して、データ提供者・国立科学博物館は責任を負わない。 

  （４）利用者は、本サービスにより得たデータを改ざんしてはならない。 

  （５）その他不適切なことを行ってはならない。 

（システムの保守・改訂） 

第５条 国立科学博物館は本サービスの維持・補修の必要がある時、随時サービスの利用

を停止または制限できる。 

第６条 国立科学博物館は随時、本システムの改訂を行うことができる。その場合、本規

約の条項は改訂したシステムに適用される。 

 

 


